










１.支給材料及び貸与品について

・ 　調査に必要な材料については、署等において支給するので、仕様書等に基づき適正

な管理に努めること。

　なお、材料（貸与品）及び数量は下記、支給材料及び貸与品内訳表によるが、やむを

得ない事情の場合のみ追加を認める。

・ 　事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料が不用となった時は、直ちに当該

支給材料を発注者へ返還すること。

・ 　支給材料の引渡しを受けたときは、支給材料受領書を提出すること。

品名
品質
（規格）

数量 使用場所 引渡場所 引渡時期 使用期間 備考

ナンバー
テープ

黄色ほか
0.15×20㎜×50㎜ 2巻

奈川第一国有林
362い林小班ほか

中信森林管理署
甲の指定する

期日

引渡時期から
R8年10月31日

まで

特記仕様書

（支給材料等）

支給材料及び貸与品内訳表




